
湯之谷会館冷温水発生機等更新工事設計業務委託

特記仕様書

本業務委託は、国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（以下、「標準仕

様書」という。）のほか、本特記仕様書に従い実施するものとする。

1 業務目的

本業務は、年数経過により動作に支障をきたしている冷温水発生機更新工事実施のため、当該工

事に係る設計業務を実施するものである。

2 業務内容

委託番号：04魚管委第１６号

業 務 名：湯之谷会館冷温水発生機等更新工事設計業務委託

履行期間：契約締結の日から令和４年１２月２０日まで

履行地点：魚沼市大沢地内（別添位置図のとおり）

３ 施設概要

施設所在地：魚沼市大沢213番地1

湯之谷会館 RC４階建て 3,479.92 ㎡

既存設備概要：

冷温水発生器

120RT(60RT＋60RT) 消費電力：3.8kw ガス焚き 27×2＝541/h
冷房能力：120RT 暖房能力：217,730×2=435,460kcal/h
冷水 7℃-12℃ 温水 60℃-54℃ 冷却水32℃-37.4℃
冷温水 605×2=1210l/min 冷却水1,000×2=2,000l/min

冷却塔
二重効用吸収式用低騒音型
冷却能力：5,600×120RT＝672,000kcal/h 消費電力：3.7kw
冷却水量 37.4℃→32℃ 2000l/min

冷却水ポンプ
片吸込み渦巻型
125×100×2000l/min×26m×15kW×4P
防震架台共

冷温水ポンプ
片吸込み渦巻型
80×65×1210l/min×12m×3.7kW×4P
防震架台共

冷温水ポンプ
(3階系統) ライン型
65×400l/min×21m×3.7kW

冷温水ポンプ
(1,2 階系統) ライン型
80×810l/min×23m×5.5kW
※R4.5 更新

膨張タンク
密閉式
タンク容積 174l 最高使用受水量 66l
寸法 400Φ×1471H 最高使用圧力 6Kgf/cm2abs



4 業務項目

4.1 既存建物及び設備の調査

4.2 更新機器の比較検討及び機能向上に係る検討

4.3 関係機関との打合せ・調整

(1)各種法令手続の打合せ

(2)関係官庁との打合せ

(3)発注者及び施設入居者との各種打合せ

4.4 設計図書の作成

(1)冷温水発生機等更新工事の設計図書作成

(2)上記図書に付随した関係資料の作成

4.５ 打合せ協議

・業務着手時

・中間時 １回

※監督員立会いのもと、成果品の内容・項目等について中間時の確認をすること。

・成果品納品時

5 業務にあたっての留意事項

5.1 再委託の禁止（委託契約条項を参照）

受託者は、委託業務の処理について、その全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者に申請し、その承諾を得たときは、この限りで

ない。

5.2 工法選定

工法の比較検討を行い、選定理由を明確にすること。

5.３ 数量積算

(1)各工事毎において、数量を算定した計算式を明示すること。

(2)上記の数量算定の根拠と、図面との突合が容易なこと。

(3)同工種及び類似工種において、異種単価は使用しないこと。

５．４ 使用単価

(1)一式単価の使用は極力避けること。

6 照査の実施

受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。

7 打合せ等

業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方

針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿）

に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メー

ルで確認した内容については、必要に応じて書面（打合せ記録簿）を作成するものとする。

管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議す

るものとする。



8 業務計画書

受注者は、契約締結後１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなけ

ればならない。

業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(１)業務概要 (２)実施方針 (３)業務工程

(４)業務組織計画 (５)打合せ計画 (６)成果物の品質を確保するための計画

(７)成果物の内容、部数 (８)使用する主な図書及び基準

(９)連絡体制(緊急時含む) (10)使用する主な機器 (11)その他

9 資料の貸与及び返却

貸与資料は以下のとおりとする。なお、受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなく

なった場合は直ちに監督員に返却するものとする。

(1)発注者が保有している既存建物の図面一式

(2)その他本業務遂行に必要となる資料一式

10 関係官公庁への手続き等

受注者は、業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなけ

ればならない。また受注者は、業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場

合は、速やかに行うものとする。

11 地元関係者との交渉等

受注者は、地元関係者への説明、交渉等は、監督員等が行うものとするが、監督員等から指示が

ある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠

意をもって接しなければならない。

12 土地の立ち入り等

受注者は、屋外で行う業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、監督員

及び関係者と十分な協調を保ち業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。また、第三

者の土地への立入りに当たっては、身分証明書を常に携帯しなければならない。

13 成果物の提出

受注者は、業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物（設計図書で照査技術者による照査

が定められた場合は照査報告書を含む）を業務報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。

成果品の納品は下記のとおりとする。

なお、(1)実施設計書類及び(2)実施設計図書について、令和４年１０月２０日までに提出すること。

（1）実施設計書類 １部（A4 ファイルに収納して提出）

①更新機器比較検討及び機能向上に係る検討結果 ②単入設計書 ③単抜設計書

④見積書 ⑤積算根拠資料 ⑥数量計算書 ⑦単価比較表 ⑧打合せ簿

（２）実施設計図書 ２部（A３判で提出）

①表紙（工事名称等） ②図面リスト ③特記仕様書 ④機器表 ⑤系統図 ⑥平面図

⑦詳細図 ⑧その他工事に必要な図面



（３）デジタルデータ 1部（CDにて提出）

(1)の実施設計書類は、エクセル又は PDFデータとする。

(2)の実施設計図書は、JWW又は SFCデータとする。

14 契約変更

委託者は、次の各号に掲げる場合において、業務等委託契約の変更を行うものとする。

(1)業務内容の変更により委託料に変更を生じる場合

(2)履行期間の変更を行う場合

(3)監督員と受注者が協議し、業務等施行上必要があると認められる場合

15 成果物の使用等

成果物はすべて委託者の所有とし受注者は委託者の承諾を受けないで他に公表貸与、使用して

はならない。特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用した場合は、成果物にそ

のことを明示するものとする。

受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法等の使用に関し、設

計図書に明示がなく、その費用負担を委託者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前

に委託者の承諾を受けなければならない。

16 守秘義務

受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、当該業務の結

果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡しては

ならない。

17 個人情報の取り扱い

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の

取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律、行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別する番号の

利用等に関する法律等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制

を定め、業務計画書に記載するものとする。

18 安全等の確保

受注者は、屋外で行う設計業務等に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、

通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。また、特記仕様書に定めがある場合に

は所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関

と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。

19 行政情報流出防止対策の強化

受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、業務計画

書に流出防止策を記載するものとする。



20 新技術の活用について

受注者は、「新技術情報提供システム（NETIS）」、「Made in 新潟」等を利用することにより、

活用することが有用と思われる新技術等が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。
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